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公共空間をも っ と自由にみんなの空間に!

「や ってみたい」 を叶えていける場所に。

市では 「須賀川市公民連携(PPP)取組方針」 を令和2年8月に策定し、様々な行政

サービス分野において公民連携を図つていくこととしています。

第2期須賀川市中心市街地活性化基本計画においては、中心市街地の魅力向上

や地域課題の解決のために、“公共空間の民間利活用”を推進し、テ ーマ で あ る

「また遊びに来たくなる 魅力にあふれた街」 を目指していま -す。

中心市街地には、市庁舎、市民交流センター、風流のはじめ館、 JR須賀川駅、駅前

広場、翠ヶ丘公園、結の辻、歩道や道路など、多くの公共空間があります。これら公共

空間において、 民間事業者などが、 地場産業の振興や雇用の確保など地域課題の解

決を目指し、オープンカフェやマルシェなどの収益を伴う事業などを行うことにより、

市民の利益が向上し、 周辺工リアの価値が高まり、 中心市街地の魅力向上につ

ながることを期待していま'す:。

また、ウィズコ口ナ時代においては、 広い空間をもつ公共空間は比較的3密を回避しや

すいため、 沿道飲食店の路上利用など公共空間を利活用した取り組みも全国各地で

行われています。

「こんなことが出来ればいいのに。」 「こういうものがあると助かるよね。」

など、 あなたの身近な問題に、 中心市街地の公共空間を利活用することで解決できる

ものはありませんか?

このガイドラインでは、対象工リアや手続きの流れ、活用例などを紹介しています;。

やってみたい!という方は、裏表紙の 『公共空間の利活用事業相談シー ト』 に記入の

うえ、 市の商工課または各公共空間の管理部署へご相談ください。



対象工リアと活用事例
公共空間使用可能対象工リア「一l

(中心市街地)
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利用したい公共空間ごとの窓口と手続きについて

〇手続きの流れ(申請書類等の提出期限については、事前相談の際にご確認ください。)

o oao  a事 前 相 談 ◆ j癌出 等 ◆ 審 査 ◆ g基ィ高 ◆ 響
〇事前相談(実施したい日のおおむね3か月前)
公共空間を使つて、イベント事業や啓発活動を行いたい場合は、申請の前にまず管理を行つている部署へご相談ください。その際に、任意

の『事業企画書』か『公共空間の利活用事業相談シー ト(巻末)』があるとスムー ズです。提出書類の確認や期限などもご確認ください。

窓口・手続き一覧一公 共 空 間 活 動
イベント(飲食を伴わないもの)

飲食を
伴う場合

火気の使用
使用料

(令和3年4月l日現在)

・須賀川市行政管理課
・須賀川市商工課
(収益活動の場合)

市庁舎

みんなのスクェア・

防災広場等

無料
・市民協働・防災工リア施設使用許可
・市庁舎等における行為許可
・共催・後援等承諾(商工課)

原則禁止

市民交流センター

・市民交流センター
200円̃l,800円/時
設備使用料除く

営業等で使用する場合、

l50/l00又は300/l00の割増・市民交流センタ一使用許可

国aA 1
器続lilil:,i

(;i)

E
県中

保健所

・食品営業

許可

・短期食品

提供届

風流のはじめ館

・風流のはじめ館 300円̃400円/時
営業等で使用する場合、

l50/l00又は300/l00の割増・風流のはじめ館使用許可

国
(;E)

電
(?i)

E器器製

総差富

l80円̃440円/時
営業等で使用する場合、

l50/l00の割増
冷暖房料 使用料の50/l00

コミュニティプラザ

JR須賀川駅併設

・ コミュニティプラザ

・ コミュニティプラザ使用許可

・須賀川市道路河川課
・須賀川警察署交通課
・ JR須賀川駅(駅前広場のみ)

道路占用許可 l0円/m̃
(占用目的により異なります)

道路使用許可 2,300円/件

道路(市道)

駅前広場 ・道路占用許可(市)
・道路使用許可(須賀川警察署)
・路線バス協議(福島交通)*必要に応じて

道路(県道)

・ 松明通り
・古殿須賀川線

・須賀川土木事務所総務課
・須賀川警察署交通課

・道路占用許可(県)
・道路一時使用届出書(県)
・道路使用許可(須賀川警察署)
・路線バス協議(福島交通)*必要に応じて

・翠ヶ丘公園

公園・栄町公園
・加治町公園

・ポケットパーク

・須賀川市都市計画課 行商・募金等

l 人  l ,000円/日
興行行為等

l m 44円/日
・公園内行為許可

広場

・結の辻

・須賀川市都市計画課

無料

・結の辻使用申込

広場

・等らiの庭

・都市再生推進法人テダソチマ 事業内容により異なるため、

詳しくはテダソチマに
ご確認ください。・等躬の庭使用申込



手続きに必要な添付書類(主なもの:詳しくは事前相談の際にご確認ください)、事業企画書
(相談シート )

会場平面図
(位置図・見取図)

市の共催・後援
承諾通知

市庁舎 〇 〇 収益活動は〇

市民交流センター 〇 〇

風流のはじめ館 〇

コミュニティプラザ 〇

市道・駅前広場 〇 〇

松明通り・県道古殿須賀川線 〇 〇

公園 〇 〇

広場 〇

市の共催・後援等については、商工課までご相談ください。

利用上の注意

◆地域住民の日常生活を尊重し、かっそのェリアで働く人々の業務に支障がないよう十分に配慮してください。

◆道路を使用の際は、原則、歩行者及び自転車の通路を2m以上確保し、安全かっ円滑な通行ができるように配慮してください。

また、必要に応じて交通誘導員等を配置してください。

◆視覚障がい者用誘導ブ口ツクを妨げないように注意してください。

◆路面や工作物等を損傷しないように注意し、事業終了後は、速やかに使用前の状態に戻してください。

◆活動時の音量は、周辺の方に迷惑とならないように配慮してください。

◆火気の使用については事前に確認し、十分安全を確保してご利用ください。 ・管理上必要な指示に従つてください。

◆活動により発生したゴミはお持ち帰りください。

間い合わせ先

中心市街地の公共空間利活用について 須賀川市商工課市役所2階 TEL.0248-8 8-9 l 4 l

公民連携取組方針について 須賀川市企画政策課市役所3階 TEL.0248-8 8-9184

市庁舎について 須賀川市行政管理課市役所3階 TEL.0248-8 8-9 l 2 2

市民交流センターについて 市民交流センター 須賀川市中町4- l TEL.0248-7 3-4407

風流のはじめ館について 風流のはじめ館 須賀川市本町8l -4 TEL.0248-7 2- l 2 l 2

コミュニティプラザについて コミュニティプラザ 須賀川市中山63- l JR須賀川駅併設 TEL.0248-6 3-2 l l l

市道・駅前広場について 須賀川市道路河川課市役所2階 TEL.0248-8 8-9 l 4 8

松明通り・県道古殿須賀川線について 須賀川土木事務所総務課 須賀川市大町 3 3 TEL.0248-7 5-3 l 9 7

道路使用許可について 須賀川警察署交通課須賀川市八幡町 l 9-7 TEL.0248-7 5-2121

公園・広場について 須賀川市都市計画課市役所2階 TEL.0248-8 8-9 l 5 6

等躬の庭について 都市再生推進法人テダソチマ 須賀川市本町84-2 TEL.0248-7 3-0324

食品提供に関することについて 県中保健所衛生推進課須賀川市旭町 l 5 3- l TEL.0248-7 5-782 l

火気の取扱いについて 須賀川消防署 須賀川市丸田町 l 5 3 TEL.0248-7 6-3111

このガイドラインや各申請書の様式は須賀川市のWebページからダウンロー ドが可能です。

<https://www .city .sukagawa .fukushima .jp / >  *一部を除く
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公共空間の利活用事業相談シー ト

住所

名前

連絡先

TEL.

メールアドレス

What
何を

事業名(仮)

事業概要

Who

誰が
事業をする人

Why
なぜ

目的

・解決したい地域課題

など

When
いつ

実施時期

Where
どこで

使いたい場所

Whom
誰に

ターゲット

実施方法

・火気利用・電源利用

・飲食物の提供

・物品販売・車両乗入

・交通規制・入場料徴収など

How
どうやって

How much
どうやって

事業費

・収支など

Set
設定

目標・期待する効果

・集客数

・売上など

13 ,. -_ r m a立 = TEL:0248-8 8-9 l 4 l  FAX:0248-7 2-9845
須貝川「t]経済環境部商工課 E-mail:shoukou@city.sukagawa.fukushima Jp


